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都道府県労働局労働基準部

安全主務課長殿

平成27年 7月2i日

基安安発0721第 1号

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策の推進について（協力要請）

標記については、陸連事業者のみならず荷主等に対しでも、平成25年3月25日付け基

発 0325第 1号「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラインの策定につい

て」（以下「荷役ガイドラインJという。）をもって、陸上貨物運送事業における荷役作業

の安全対策を推進しているところである。

荷役ガイドラインの第3の4 (1）「荷役作業における役割分担の明確化」において、陸

運事業者と荷主等との間で荷役作業の付帯業務について書面契約の締結を推進しているが、

国土交通省においては『トラック運送事業における書面化推進ガイドライン」（平成！＇.！ 6年

1月22日）を制定し、運送契約に際して、運送業務、附帯業務、運賃、料金等の重要事項

について、荷主とトラック運送事業者の聞で書面により共有することのルール化を図って

おり、本年度、公益社団法人全日本トラック協会及び都道府県トラック協会においては、「契

約締結等書面化推進セミナー」を実施することとしているところである。

今般、公益社団法人全日本トラック協会から都道府県トラック協会に対し、別添の「「契

約締結等書面化推進セミナー」における厚生労働省からの資料の記付協力依頼についてJ

が発出されることからご了知されるとともに、都道府県トラック協会から貴局に対し、担

当者による説明等の依頼があった場合には、積極的に協力するようお願いする。
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,) 「契約締結等書面化推進セミナー』における

厚生労働省からの資料のna付協力依頼について

拝啓時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は当協会の業務運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、標記セミナーについては、平成27年度においても開催希望を頂いた

都道府県トラック協会との共催により順次開催しているところです。

そこで、厚生労働省より、荷主と運送事業者との役割分担の明確化等付帯作

業についての書面契約の締結を推進することなど、荷役作業における労働災害

の防止のため、本セミナーにおいて別添資料の百日付依頼がありましたので、ご

協力頂きますようよろしくお願い申し上げます。

なお、本資料の内容について、セミナーの中で厚生労働省から説明を希望さ

れる場合は、地方労働局の担当者が出向いて説明を行うなど対応頂ける（参考

1）とのことですので、その旨併せてご連絡申し上げます。

敬具
［添付資料1
1.荷役作業での労働災害を防止しましょう！

「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」のご案内

2.陸上貨物運送事業の労働災害とその対策について

3.医主1上貨物運送事業における荷役作業の安全対策の推進について・（協力要請）

4.匿主主師道府県労働局問い合わせ先一覧

※添付資料の内容について、セミナーの中で厚生労働省から説明を希望される

場合は、最容りの地方労働局にお問い合わせ下さい（参考2）。なお、地方

労働局の担当者からの説明時聞は最大でも 30分程度を百安として下さい。

※添付資料のデータは、セミナーの次第やアンケート用紙のデータとともにお

送り致します。

以上

［本件についてのお問い合わせ先］

（公社）全日本トラック協会



陸上貨物運送事業者の皆様へ 国豆E

荷役作業での労働災害を防止しましよう！
「陸上貨物理送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン』のご案肉

労働災害は長期的には減少傾向にありますが、陸上貨物運送事業について
は、過去20年間、減少傾向が見られません。
特に、荷役作業での労働災害は、毎年1万件近く発生しており、労働災害

全体の1割に遣しようとしています。しかち、荷役作業での労働災害の3分
の2は荷主先で発生し、そのうちの8割は貨物自動車の運転者が被災してい
ます。

そごで厚生労働省では、貨物自動車の運転者などが行う荷役作業における
労働災害の防止を目的として、 「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全
対策刀イドライシJを策定しました。

運送事業者の皆様と荷主等が連携・協力して、荷役災害の防止に取り組ん
でいただきますようお願いします。

＜陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライシ〉

この方イドラインは、陸運業に従事する労働者の荷役作業での労働災害を
防止す否ために、陸運事業者、荷主、配送先、元請事業者などカT取り組むべ
き事項を具体的に示したものです。

陸連事業者は、ごの刀イドラインを指針として、労災防止対策の積極的な
推進に努め否ことが求められます。

また、 「運送の都度、荷の種類、荷役場所や施設・設備などが異なる場合
が多い」 「荷主先での荷役作業については、労働者に直接、指示や支援をし
にくい」としりた荷役作業の特徴を踏まえ、荷主等（荷主、配送先、元請け
事業者など）にち荷役作業の安全対策について協力を求めています。

。厚生労働省都道府県労働局労働基準監督署



｜ 労働災害防止のためのポイシト I 

安全管理体制の確立等

O荷捜作蝿の掴当者φ指名

安全管理者、安全衛生推進者等から荷受災警備止の担当者を指名して、荷役作業の安全対策や荷主
等との連絡調整等を行ってください．

0安全衛生方針の密閉等

荷役作業の労働災害防止に組織的かつ継続的に取り組むため、 「荷受千平業における労働災害防止を
盛り込んだ安全衛生方針の表明」 「安全衛生目標の設定J 「荷役作業のリスクアセスメシ卜の実
施」 「安全衛生計函の作成」に取り組んでください．

0荷主等との安全衛生協識組織の設置

安全委員会、安全衛生委員会等で荷彼作業におけ否労働災害防止について調査審議してください。
反復・定例的に荷の運搬を請け負う荷主等と安全衛生協議組織を設置して、荷主先での荷役作業に
おけ否労働災害の防止対策について協議してください。

荷織作業における労働災害防止措置（畠本的な対策）

O荷役作識の有無の事前確認ー
置去の都度、荷主等＇O)事業場で荷役作業定行う必要があQカ九確認レてください．

0保護帽、安全靴の着用等

作業内容に配慮した服装、保護中目、安部枕着用させてください。

O自社内の荷役場所を安全に作業が行えるよう改醤

自社内の間交場所について、十分な作業スペースの確保、床の凹凸や照度の改善、混雑の緩和、荷
や資機材の整理整頓、風雨が当たらない荷箆スペースの確保、安全な通路の確保等、安全に作業が
でき石ょう！こ改善、保持してください．

0その他

陸運事業者の労働者が荷主等から不安全な荷役作業を求められた場合は、荷主等に改善を要請して
ください。

墜落・転落による労働災害の防止対策

O荷役作業を行う労働者の遵守事項
・作業を行う前に作業場所や周辺の床・地面の凹凸等の確認、盤理・整頓を行う
・不安定な荷の上ではでき否限り移動しない
・荷締め、ラ'.)Iピング等は、荷や荷台よで行わず、でき否限り地上から、または地上での作業
とする

・安全帯を使用す否（取付設備がある場合）
．墜落時保護用の保護帽を着用する
・荷や荷台の上での作業は、フォークリフトの運転者等から見える安全な立ち位置を確保すQ
・荷や荷台の上での作業は、荷台端付近で宵を荷台外側に向けないようにし、後ずさりしない
・滑りやすい状態では、耐滑性のあQ靴を使用する
・あおりを立てる場合には、必ず固定する
・荷台への昇降は、昇降設備を使用す否
・荷や荷台への昇降は、三点確保捕を実行す否

（※手足の4点のうぢ、どれか1点を動かすときは、必ず残り3点を確保レておくとと）



盤藩・転落による労働災害の防止対策（前ペーヲからの続き）

O盤落防止施設・設備の使用

荷台の上で作業を汗う場合は、でき否限りあおりに取り付ける簡易作業床や移動式プラvトホーム
等を使用してください。

0貨物自動車の荷台への昇降設備の使用

最大積書店量が5トン以上の貨物自動車l乙荷の積卸し作業活Eす否場合には、昇降設備の使用が義務付
けられています。

0自社内の施設・霞備への安全帯取付設惜の設置

タシクローIJーへの給油作業のようなタンク上部に登って行う作業や荷台に積み上げた荷の上での
作業等での墜落・転落災害を防止するため、でき否限り施設・設備側に安全帯取付設備（親綱、
フ'Yク等）を設置してくたさい．

フォークリフトによる労働災曹の防止対策

0フォークリフトの運転資格の確惚

最大荷量に合った資格を有してい否労働者が行ってい否か確認してください。

O定期自主検査の実施

0作業計画の作風

O作蝿指揮者の配置 I 

労働者力T複数で荷役作業を行う場合は、作業指揮者を配置してください。

0フォークリフトを用いて荷位作業を行う労働者の遵守事項
－フォークυフ卜の用途？J.,i吏用（人の昇降等）をレない
，荷崩れ防止措置定行う
・運転時にはシートペルトを着用する（シートペルトが·,15~場合）
．フォークリフトを停車したときは逸走防止措置を確実に行う
－マストとへ'Yド刀ードに狭まれる災害者E防止す否ため、運転席から身を乗り出さない
・運転者席が昇降する方式のフォークリフトを使用する場合は、安全帯の使用等の墜落防止措
置を講じ~

－急停止、急旋回を行わない
・荷役作業場の制限速度を遵守する
－パック走行時には、後方（進行方向）確認を徹底す~
・フォーク｛こ荷を載せての前進時には、前方（荷＇O)死角）確認を徹底す否
・構内を通行す否時は、安全通路を歩行し、荷の陰等から飛び出さない

0自社内でのフォークリフト使用のルール（制限速度、安全通路等）を定め、

見やすい場所に掲示

0通路の死角部分ヘミラー等を設置（自社内｝

通路の死角部分へのミラーの設置等を行うととちに、フォークリフトの運転者に周知レてください

0フォークリフトの走行場所と歩行通路を区分（自社内〉



クレーシ等による労働災害の防止対策

0クレーシ、移動式クレー〉の運転資格の確認
つりよげ荷量！こ合った資格を有レてい;.5労働者が行ってい否力、確認してください。

O定期自主検査の実施

0クレーシ等の定格荷量を超えて使用させない

。移動式クレーシの運転者に、設置場所の地耐力、暗渠や埋設帽を周知

O移動式クレーシを設置する場所に傾斜があ否場合にはでき否だけ補正

0移動式クレーシの転倒防止のための敷鉄板を敷設

コシペヤーによる労働災賓の防止対策

0コシペヤーを用いて荷健作離を行う労働者の遵守事項
－コシペヤーの反対側（；：.移動す否場合（~I:- 安全な通路を通る（コンベヤーをまたがない）
・コシペヤーが荷詰まりを起こした場合は、コンベヤーを停止させてから荷詰まりを直す
・コンベヤーを修理、点検す,Q場合は～コンベヤーを停止させてから行う

0通行のためコシペヤーをまたぐ必要があ否場所li:Iま踏切構等を設置
（自社内）

O駆動ローラとフレーム、またベルトとの聞に指簿を巻き込まれないよう覆い
を観置（自社内）

0コシペヤーに逸走等防止装置、非常停止装置を設置（自社内）

ロールボックスパレνト等による労働災害防止対策

0ロールポ~クスパレν ト、台車等を使用して入力で荷役作業を行う労働者の
遵守事項

・ロールボックスパレット等に激突されたり、足をひかれたりレた場合に備え、安全靴を履
き、脚部にプロテクターを装着す否

－ロ－｝じボックスパレy卜等を移動させる場合は、前方に押して動かす（引かない）
・トラックの荷百がちロ－｝レボックスパレv卜等返引き出喧場合は、荷台端を意識しながら押
tt-Q位置まで引き出し、その後は押しながら作業す否

－ロールボyクスパレット等を荷台からテールゲートリフターに移動す否場合は、デーnグー
卜υフターのストツjfーが出てい,Qことを確認す否

・見通しの悪い場所については一時停止レて確認す否か、声をかけ否
・停止するときやカーブを曲が否場合は、 2m程前から減速する
・重量が重いロールボ'Yクスパレット等は、 2人で押す
・荷台のロールボ'Yクスパレット等は、貨物自動車を運行してい否際に動かないよう、ラッシ
シグペルト等で確実に固定す,Q



ロールポ~クスパレット等による労働災害防止対策（前ページからの続き）

0ロールポ~クスパレ~ト等の進行方向の視界を確保する

0ロールボ~クスパレ~卜等と他の物との聞に手足等を挟まれることのない
よう、移動経路を整理整頓

O床・地面の凹凸や傾斜をでき否定けなくす（ロールボックスパレ~ト等の
キャスターが引っ掛かつて転倒す否ことを防止するため）

｜ 酬による労働災酌防止嫡

0荷佳作蝶を行う労働者の遵守事項
・荷役作業を行う前に、貨物自動車周辺の床・地面の凹凸等を確認すミ5
．後ずさりでの作業はできるだけ行わない

0荷健作蝿場所帯に合わせて、耐滑性、屈曲性のある安全靴を使用

0荷役作難場所ゆ監理整頓、底・地面の凹凸等のつまずき原因をできるだけ
なくす（自社内）

0荷億作蝿場所の段差をなくす、手すりの設置する、床面の防滑化（自社内）

O台車等の使用（荷物で手がふさがっていると転倒しやすくなるため）

｜＼棚防止繍

O職場1；：おけ-i5腰痛予防対策指針（平成25年6月18日付け器売0618第1号）
で宗された対策の実施

0荷健作蝿を行わせる事蝿者の喪施事項
・リスクの評価（見積り） （車両運転等の作業におけ否アクション・チェックI)スト
の活用）

・りスクの回避・低減措置の検討及び実施（運転座席の改善＼車両運転の時間管理、
荷物の積み卸し作業におけ否自動化・省力化等

・腰痛予防に関する労働衛生教育の実施

0荷役作離を行う労働者の遵守事項
・荷役作業を行う前に準備運動を行う
・特に、長時間の貨物自動車の運転の後は、直ぢに荷役作業を行わず、小休止・休息
及びストレッチシグを行った後に作業を行う

・中腰の作業姿勢など不自然な作業方法をとらない
・重量物（ロ－）レボックスパレット等）を押す場合にはー荷に身体を寄せて背を伸ば
レ、よ体を前傾させて前方の足に体重をがけて押す

・重量の重い荷を人力で取り扱う場合は、 2人以上の身長差の少ない作業者で行う
．でき否だけ台車等を使用する

0入力荷役について、できるだけ機械・道具を使った荷健作蝿とするよう
施設、器備を改善



その他の労働災害の防止対策

0荷控作離を行う労働者の遵守事項
－ロープ解きの作業、シート外しの作業を行う場合は、荷台上の荷め落下の危険力tないことを
確認した後に行う

・荷室扉を開け石場合は、運行中に荷崩れした荷や仕切り4励幅下レて乙ないカ憶認しながら
行う

・あおりを下ろす場合は、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に行う
・鋼管、丸太、ロール紙等は、歯止め等を用いて確実に荷崩れを防止す否
－停車中の貨物自動車の逸走防止措置を確実に行うこと。万一、貨物自動車が動き出したとき
は、止めようとじたり、運軒南に乗り込もうとしない

OJtレvトの破損状況の確認
崩壊・倒壊、踏み抜き等のパレvトの峨損による労働災害を防止す否ため、パレットの破損状況

を確認しぬ破損Lている場合は交換してください。

｜ 荷役作業の安全衛生鮪の実施

荷役作業は、 「置差の都度、荷の種類、積卸しのための施設・設備等が異
な弓場合が多く、施設・設備面の改善によ否安全化が図りにくい」 「荷主先
等において、単独または荷主等の労働者と共同で作業が有われ否ごとが多
く、陸連事業者の労働者については、自社から直接、指示・支援を受けにく
い」といった特徴があります。

このような特徴を踏まえ、高百貨作業を行う労働者に対し、労働災害防止の
ための知識を付与す吾ととちに、危険感受性を高め、安全を最優先として荷
役作業に取り組むように安全衛生教育を実施す否己とは極めて重要です。

0荷役作蝿従事者、または従事する予定の労働者に対すQ安全衛生教育
（荷健作離の基本知識、ガイドライシにある荷役災害防止対策の教育）

0労働安全衛生法に基づく資格等の取縄（さ6ft:、労働者の職務の内容に応
じた免許、按館講習等の計画的な取得）

0作業指揮者専に対する教育

。日常の教育（危険予知訓練等）

｜ 陸連事難者と荷揚との連絡調整

0荷役作業の実施者について書面翼納の締結を推進
荷役作業による労働災害が減少しない要因として、荷量作業における陸

運事業者と荷主等の役割分担が明確になっておらず、その結果として荷役
作業における安全対策の責任分担ち睦昧になっτいる場合があ吾ことが挙
げられます。
ごのため、運送契約時に、荷受作業における陸運事業者と荷主等との役

割分担を明確にすることが重要です。
こうした点を踏まえ、陸運事業者と荷主等は、荷役作業等の付帯業務に

ついて書面契約の締結を推進してください。



陸運事難者と荷主等との連絡調整備ペーヲかちの続き）

O荷役作業の有無の事前確認（再掲）

0荷主等との安全衛生協譜組織の設置（再掲）

自動車運転者に荷控作離を行わせる場合の措置 ｜ 

陸運事業者の労働者が荷役作業を行う場合、疲労を考慮した十分な休憩時
聞の確保や着時刻の弾力イじに配慮レてください。

陸連事難者闘で轟務請負等を行う場省の措置

陸連事業者が自ら受注した運送業務（荷役作業を含む）を他の陸連事業者
に請け負わせる場合には、元請事業場において、請け負わせる事業場との協
議組織定設置・運富し、作業閣の連絡調整、作業場所の巡視、請負事業場が
行う労働者の安全衛生教育に対す否指導・援助等を行ってください。

安
全
移

作
簾
ぬ
確
保

、



【参考】 荷主等が実施すべき労働災害防止のポイシト

安全管理体制の確立等

0荷操作績の担当者の指名
荷主等の事業場の安全管理者等1の中から、荷役作業の但当者を指名す否こと。
ごの担当者には、陸連事業場と荷役作業についての連絡調整や、陸連事業者と連携した荷役千卒業の
労働災害防止対策に関する事項を行わせ否こと。

0陸連事蝿者との安全衛生協蟻組織の設置
反復・定例的に荷の運搬を発注すあ陸連事業者と合同の安全衛生協議組織を設置すること．
安全衛生協議飾品裁では、荷台等からの墜落・転落災害の防止対策の協議や、合同での荷役作業場所
の巡視等を行うこと。

荷役作業におけ否労働災害防止措置（基本的な対策）

0荷健作蝿の有無の陪理事蝿者への事前週知（「安全作髄絡奮（例）」参照）

O余裕を持った省時刻の殴定
荷役時間、荷待右時間、貨物自動車運転者の休息閣問、道路状況等を考慮しない荷の着時刻指定
は、安全な作業手順の省略につなが否おそれがあ否ごとか呂、着時刻jの指定についてlゑ余裕を
持った設定（弾力的な設定っとすること。

0荷役場所を安全に作業が行えるように改普
事樹党作業を行う場所について、荷の積卸しゃ荷役運搬機械・荷役用具等を使用す否ために必要な
広さの確保；床の回凸や照度の改善、 i融働緩和、荷や資機材の盟理整機、できあだけ雨風が当
たらない荷受作業場所の確保、安全な通路の確保等に努め~ととちに、安会に荷役作業ができ~
状況を保持す否こと。

｜ 墜落・転落によ否労働災害の防止対策

墜落・転落防止のための施蹟等を用意
荷主等が管理す否施設について、でき否だけブラvト・ii¥ーム、荷台への昇降設備等の墜落・転落
防止のための施設、設備を用意す否こと。また、荷主等が管理す否施設において、でき否だけ施
設側に安全帯取付設備 C親綱、フvク等）を設置す否こと．

フォークリフトによる労働災害の防止対策 ｜ 
0フォークリフト使用のルール（制限速度、安全週路等）を定め、見やすい場所に掲示
。通路の魔角師分ヘミラー等を殴置
0フォークリフトの走行場所と歩待遇路を区分

クレーシ等による労働災害の防止対策 ｜ 

移動式クレーシの設置場所に注意
陸連事業者の労働者が移動式刀レーンを運転す否場合は、設置場所の地耐力、暗涙や埋設物を周知し

てください。移動式クレーンを設置すQ場所に傾黛防協否場合は、できるだけ補正レておくほか、
転倒防止のための敷鉄板を準備す否ごと。

コシペヤーによる開働災害の防止対策

コシペヤーをまたぐ4必要がある場所には踏切楠等を霞置



ロ－）i，ボックスバレ'Yト等による労働災害の防止対策

O移動経路の聾理整頓
荷主等が管理す否施設において、ロ－）ν！｛~クスパレット等の進行方向の視界を確保す否ととち
！早口？で） 1,71'~クスパレット等と他の物との間に手足等を挟まれ否ごとのないよう、移動経路を
整理整頓す否こと。

0康や地面の凹凸や傾斜をでき否定けなくす
ロー） l,~o/クスパレv 卜等のキャスターが号｜つ掛かつて転倒することを防止す否ため、床・地面
の凹凸や傾斜をでき否だけなくすこと．

転倒、腰痛、その他による労働災害の防止対策 ｜ 

O荷役作農場所の聾理盤噸
0荷役作難場所の摺差をなくす、手すりの設置、康面の防滑佑
0台車事事の用意（荷物で手がふさがってい否と転倒しやすくな否ため）
Oできるだけ機械・道具を使った荷盤作S憶にする
O荷姿、荷の重量縛について、作蝿者の負担を軽減するよう国慮
0陸連事蝿者の労働者が重量の重い荷を扱ラ場合は、荷主等の労働者が
作離を補助するようにす否

0パレットの損壊による崩壇・倒壊、踏み抜き害事を防止するため、パレVト
の破損状況を確認

｜ 荷役作業の安全衛生教育の実施

0改善菖準告示の概要を発注担当者に周知
運送業務の発注を担当す否労働者等に対レ、改善基準告示の概要について周知し、貨物自動車運転者
方r改善基準告示を遵守できるような着時刻や荷待ち時間等を設定させる乙と，

0荷役機械等に関係する安全衛生教育を実施
・荷主等の労働者ガ暗転すあフォークυフト等により、陸運事業者の労働者が被災す否ことを防止

す否ため、荷主等の労働者にフォークリフト等によ否荷役作業に関し、必要な安全教育を行うこと。

陸運事業者と荷主等の連絡調整

0荷役作叢轄の付帯業務について、書面契約の締結を推進
運送契約時に荷安作業における陸連事業者と荷主等との役喜助担を明確にすることは重要であ否。

陸連事業者と荷主等は、荷役作業等の付帯業務について書面契約の締結泡推進すること。

Olla送先における荷卸しの役割分担について明確佑
配送先は発荷主にとっての顧客であるため、陸運事業者と配送先は運送契約を締結する関係にない

場合が多くなっている。このため、置き契約に基づく荷卸し時の役割分担や実施事項を発荷主が配
送先と事前に調慈し、陸連事業者lご通知すること。

自動車運転者に荷提作業を行わせる場合の措置

陸連事業者の労働者力構殻作業を行う場合、疲労を考慮した十分な休憩時間の確保や着時刻の弾力
化について配慮すること。



（参考）

安全作業連絡書（例）

この安全作業連絡書は、荷の積卸し作業の効率化と安全確保を図る観点から荷主と配送

先の作業環境に関する情報をあらかじめ陸運業者の労働者であるドライバーに提供するた

めのものです。

発 地 着 地

積込作業月日 月 日（） 取卸作業月日 月 日（）

積込開始時刻 時 分 取卸開始時刻 時 分

積込終了時刻 時 分 取卸終了時刻 時 分

積込場所 1.屋内 2.屋外 取卸場所 1.屋内 2.屋外

1.荷主専用荷捌場 1.荷主専用荷捌場

2. ト＇h1~】ミナJV 2. ト？？”ーミナル

3.その他（ そ の 他

積 品 名

危険・有害性 有・無（

荷 数 量

総重量 kg〔 kg／個）

積 付 1.パラ 2.がゆイf 3.その他（

積 作業の分担 1.荷主側 取 作業の分担 1.荷主側

2.運送業者保I] 2.運送業者側

込 3.荷主・運送業者共同 卸 3.荷主・運送業者共同

作業者数 名 作業者数 名

作 使用。荷役 有・無 作 使用荷役 有・無

機 械 1. 7:t-797卜 機 械 1. 7:t】197ト
業 2. そ の 他 業 2.その他（

免許資格等 1. 7ォサ97卜 免許資格等 1. 7オ】197卜

2.玉掛け 2.玉掛け

3.はい作業 3，はい作業

4.その他 4.その他（
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荷役災害事例の紹介

【事例1] トラック荷台からフォークリフトで荷の取卸し作業中、落下した荷の下敷きとなった

1 事業の種類：陸上貨物運送業（労働者数40人）

2 被災者 ：トラγク運転者男性40歳代経験15年 （死亡）

3 災害発生状況

① 午後、被災者（トラyク運転者）は、大型トラyクに荷（ドラム： 1個の重量約850Kg×16個）を

積んで、荷主会社の協力会社に到着した巴

②荷の取卸しは、荷卸し先である協カ会社の作業員がフォークリフトを用いて行うことになった。

③被災者は、荷台最後部付近に積載された荷の荷締めベルトを解いた。次いで隣接する荷の荷締め

ベルトを外すため、荷台右側の地上tといた。

＠ 一方、荷降ろし先のフォーク Pフト運転者は、トラyク荷台左側の最後部付近でフォークリフト

を荷台に向かつてiE'.角に停止させた。

⑤ そこで、最後部に積載されている2個の荷を、一皮に取り卸すこととした。

⑥荷台上の荷と荷台との間隙に左右のフォークを根もとまでいっぱいに差し込んだ。

⑦続いて、荷を持ち上げたととろ、奥（リフト運転席から見て、遠い位置にある）の荷が不安定で

あったため、フォークから外れて地面に落下した。

③ その際、荷台の右側jで荷締めベルトを外していた被災者が、とっさに支えようとしたが、その重

量（約850kg）から支えきれず荷の下敷きとなった。

4 災害発生原因と問題点

(1) フォーク上の荷が不安定な状般にあったのに持ち上げたこと。

(2) フォークリフト（草両系荷役運搬機械等）を用いて作業を行うに当たり、あらかじめ作業計商

が作成されていなかったこと。また、当該作業の指揮者が定められていなかったこと。

。） ーの荷でその重量が100kg以上のものを貨物自動車から卸す作業を行うに当たり、当該ff,業を指

揮する者が定められていなかったこと。

(4) フォークリフトの荷に接触することによる危険が生ずるおそれのある個所に労働者を立ち入ら

せたこと．

(5) 取り扱う荷の危険性、荷役作業方法における危険性について、陸運事業者と荷卸し先事業場と

の聞での事前の情報提供及び検討が行われていなかったこと。

5 再発防止対策

(1) 荷役作業を行う関係者間で、事前に「積卸

し作業確認書j又は「安全作業連絡書Jを活

用し、荷役作業の安全を確保する。

(2) フォーク Pフトなどの車両系荷役運搬機

械等を用いて作業をする場合1：：は、あらかじ

め作業計画を作成する。

(3) 関係する作業指揮者等を事前に選任し、同

作業指揮者に作業を指揮させる。

(4) フォークで荷を持ち上げる際は、荷の重心

位置等を確認するなど、その安定に細心の注

意を注ぐ。

(5）・フォーク Fフト等又はその荷に接触する

ことによる危険を防止するための措置を講ずる。 （陸災防機関紙「陸連と安全衛生Jより）



【事例2］，ロールやクスパレットを酬し作業中岡

1 事業の種瀬：一般貨物自動車運送業（事業場規模30～99人）

2 被災者 ：荷役作業者 （休業）

3 災害発生状況

①被災者Al土、トラックターミナルの高凍ホームに縦つけされた11トントラyクに積まれたロー

ルボyクスパレyトを取卸す作業を行っていた。

②通常発着する4トントラyクの場合は、高床ホームの高さとトラック荷台の高さ（約1,080問。が

大体同じでほとんど段差がなかったが、事故発生時は、 11トントラックであったため、荷台が高

く（1,450皿）、ホ｝ムと荷台の聞に渡した鉄板製の渡り板は20° 程度の急坂になっていた。

③取り卸し作業は、 11トントラyクの運転者Bとで行った。被災者Aがロ｝ルボyクスパレyト

の前でパレyトを引っ張り、 Bが後ろから押して荷台後部まで運んできたが、荷が渡り板に乗っ

たところで傾斜が急なため、転がりだそうとした。このため、 AとBが転がりださないように支

えながら、ホーム上に卸そうとしたが、 Aが足を滑らして転倒したものである。

4 災害発生原因

(1) ホームの高さが大型トラyク用でないため渡り板が急坂のまま作業した。

(2) ロールポyクスパレyトを引く姿勢が悪かった。

(3) 保護帽を着用していなかった。

5 再発防止対策

(1) ホームの高さを大型車用に改善するか、渡り板の長さを長くして、スロ｝プを緩やかにする。

(2) ロールボyタスパレットを動かすときは、必ず押すこと。この作業でも、 2人が荷台の中から

押し、傾斜では加速がつかないように、 2人で支えるように作業する。

(3) 作業手頃書を作成し、正しい作業方法を定め、関係者に徹底する。

(4) 保護帽を着用させる。

le 

（厚生労働省「職場のあんぜんすイトj より）
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陸上貨物運送事業の労働災害とその対策について（1/6）困

[ 0 労働災害の発生状況）

陸上貨物運送事業に従事する労働者の約ムム4互ムが労働災害で弦盆し、 i主主ムが亡くなっている。
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( 労働者1,000人当たりの労働災害被災者数一－，1_ -
: 艇鰍獄事業主必．。。ど五D
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〉死傷災害は、
トラックの荷台などからの
『墜落・転落Iが量も多く、
次いで
「転倒Jや、
「動作の反動＝無理な動作」
（腰痛など）

が多い。

〉死亡災害は、

Eま通基盤」
が半数を占める。

27年上半期

｛速報｝
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陸上貨物運送事業の労働災害とその対策について（2/6)

[ O 労働災害の発生状況の分析（岬） ] 
｜被災者数の年齢別推移J

J 年齢iま高齢化にシフト
J 交通事故iま0時四5時台に多発（特に木・金曜Eの0時四5時台）
J 墜落・転落、転倒、はさまれ・巻き込まれは6時寸1時台に多発。

～49歳 50～59歳 60歳以上
平成17年 74% 26% 8% 

（特に水曜日の6詩町村時台） .{). .{). .{). 

平成26年 63% 25覧 13% 

｜災害発生時の時間帯別 j
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陸上貨物運送事業の労働災害とその対策について（3/6)

O 荷役作業の特徴

①貨物自動車の運転者が行う荷役作業の多くは、荷主先等で実施。
ーラ所属する陸上貨物運送事業者による置接的な管理監督を離れて作業を婁櫨n

②荷主先等が提供する荷の積み卸し場所の施設や設備などを使って作業を実施。

0 荷役作業における労働災害の実態
／ 

①貨物自動車運転者の労働災害（死傷）は、7割が荷役作業で発生。交通事故は1割。
②労働災害発生場所は、7割が荷主‘E送先、元諸事業者等の事業場で発生一

③事故の型は、荷台や荷の上からの墜落＝転落が量も多く、全体の3割。
※その他、はさまれ・巻き込まれ（フォークリフトに接触など）約12%、転倒15%。

＠＠ 
厚労省調べ

【作業種類別 【労働災害 自社（陸上貨物

労働災害発生状況】 発生場所の内訳】 運送事業者）構

内 28%

10% 

0 荷役作業の安全化に向けて 国交省

荷役作業の安全確保には、荷主先等の協力が不可欠n
『書面化推進ガイドライン』

①荷役作業における陸運事業者と荷主等との役割分担割岡回壷直翠盤、連絡調整
可こ『安全作業連絡書』

②着時期jの弾力的な設定， a・余裕を持った設定

③荷役作業場所、通路、運撮機械周荷役用具などの安全確保・・・安全に荷役作業を行える状況の保持



上貨物運送事業の労働災害とその対策について（4/6)

(o 労働災害防止対策 ｜ 

：；；；；；；；；：；；； 

；：；．；睦i運事業者jぬ実施事壇；：；；；；；；：；；；：；；j：；：；：忌，
；ι；t 

）：：；φi）重4妻尉主I主岩it.詩議；；：？：：：::,:::; >: 
三：；；；j：ぷ潜添乗綴i議事労働緩醤ぬ商品対策：：：；：；；；；；；；：；：L
::::::::::: ・：：：伝言表示！受託芳氏再；；，；，泌t除草hタ又は:ti,：：タド等；：：：：：：；、〈
三：；；；’：:::::iiと説者労：断然襲り府必持繁三：；；、；；；；，：；：；；’；:< :-: 

［｝：：：：：（：＼；綜骨民主；忍労働災空軍砂防止対策ぷ：：：；；，j三日；；；：L
：：：：：：：（；）：；；安全摘準教育問実施；；三；；；；、；；；；：；；；；；；；；；；；；；；ぷ：’；；：：；；；
：三；：：G：：：靖達顎追再選務調整；：：；：：；.：・：;:: ：＇；：土～ ::: 
9 ；：、：；：減：；鹿島神業準維宰F切信用；、：：：：：、
J；；。；：：；自勃葉運聖2者品！手積f軍f聖雪陸安r安~i骨：塾場宵φ靖賓；；；三：；；，
:t:::::(:'.::! 

::1;：：；：：：：，：；：ぷ：：：：；か：わ以：：：？：;'.;:::: :: : : :} :::,: ：：：つ：；〉～協力が
：雪・：主等の要施事項；ι；：：：；：：：：：；：，：；：：〆ヘ：: : : ：：；久.；；；；；
I ,,._ ：ぺ ’一一…シ辛子…リ…：ちミ不可欠I::tG＼：暁i聾基準曽号待連帯主主：；i：｛；：：：：：’：ー；；；ト共ζヨ

]}0：；：煙運業者保荷殺頼書聖択科！草議場発1＃牽駆三運組；：；J’
:j；：；：（；）；：：：陸連害事業者記のe，旬整；：；：つつ：：：：ぷ：：三：：；；：：：J：：：：：’
ぬ：：；：；；与を：：j：雄塗縦蛍諮ハ織が：；；；；；：・：＇＇
:{fq：；；通勤事運転着；i主婦稜絹藁を持お；世道場合溺措逼；；：：：’：
:: ：：：（；ミみ；：主主勢i主配藤じ註紙調：時閣＝の雅保i；；：；；；；：；っ：：日、
，’：；宅：；
:::(ck胃さ華民荷役作業在行元j造場所じ機械等ぬ草壁UJ’：：三：争も

変通労働笈害防止のためのガイドライン

。。管理体制の確立等
適正な労働時閣の管理、走行管理
・走行計画の作成

－点呼等の実施
・荷役作業を行わせる場合の措置

今・運転者の疲労に臨慮した

十分な休憩時間の確保
胴荷の適正な積載

O 教育の実施
－交通危険予知訓練

O 意識の高揚
・交通安全情報マップの作成

0 荷主・元諸事業者によるE虚等

E過積載運行の防止
圃改善基準告示の遵守
．安全な走行が出来ない発注の禁止

．到着時間の再設定等の措置

0 健康管理

改善基準告示 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

』ノ



（参考） 安全作業連絡書（例〕
(5/6) 

との安全作業連絡書は、荷の積毎日し作業の効率化・と安全確保を図る観点から荷主又は配送先の作

業環境に関する情報を あ ら か じ め 陸 連 事 業 者 の 労 働 者 で あ るドライパーに提供するためのもので

す。

発 土也 若 士et!!

積込作 業月日 月 日 取卸作業月日 月 日

〈

者責まる開貢台民F亥日 日寺 分 ‘取卸開始時刻 時 分

積込終了時刻 E寺 分 取卸終了時刻 、 時 分

積込場所 1. 屋内 2. 居室タト 取卸場所 L 屋内 2. 屋呈タト

1. 荷主専用荷捌場 1. 荷主専用荷捌場

2. トラアクターミナJレ 2. トラyクターミナJレ

3. その他〈 〉 3. その他（

積 ロ＂＇ロ 名

ヲ苛 〈危険・有害 有 ． 無（

イ主主〉

勢E 孟主

総重量 kg ( kg／イ困〉

積 イ寸 1. パラ 2. ハ．レタイス守 3. その他（

積 作業の分担 1. 荷主側 ・2. 運送業者側 取 作業の分担 1. 荷主側 2. 運送業者側

ヨ2, 3. 荷主・運送業者共同 飼1 3. 荷主・運送業者共同

f乍 作業者数 名 fj主 f宇議室君主務ヒ 名

業主 使 用 荷 役 機 手f・突堤 業主 使用荷役機 有－無

布戎 1. フォークリフト 械 1. フォークリフト

2. その他（ 2. そ の 他 〈

タ色言午塗苦牢各宅事 1. フォークYフト 2. 玉掛け 免許資格等 1. フォークリフト 2. 玉掛け

3. はし、作業 3. はし、作業

4. そケαコイ也（ 4. その他（

その他特記事項 ※ 「 安全靴、保護帽を着用のことJ など安全上の注意等を記入すること。



（参考）荷役作業の墜落・転落防止対策について

／ 

＼ 

荷台高さ調整用の『後輪載せ台』

（車両の種類によっても対応可能）

検査用プラットフォームの設置

｛トラックの荷台、あおりで行っていた製品出荷前

検査をプラットフォーム上で行い、荷台からの墜
落贋転落災害を防止）

＼ 

、
～ 

(6/6) 

死角部分へのミラーの設置
（ミラーの設置で死角方面からの接近が見える）

安全帯取り

付け設備
の設置

（作業性が

損なわれな
い）

f • ~、、

寸

、，

ーノ



都道府県労働局労働基準部

安全主務課長殿

匿百

平成27年7月21日

基安安発0721第1号

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策の推進について（協力要請）

標記については、陸連事業者のみなら子荷主等に対しても、平成25年3月25日付け基

発 0325第1号「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラインの策定につい

て」（以下「荷役ガイドライン」という。）をもって、陸上貨物運送事業における荷役作業

の安全対策を推進しているところである。

荷役ガイドラインの第3の4 (1）「荷役作業における役割分担の明確化jにおいて、陸

運事業者と荷主等との閑で荷役作業の付帯業務について書面契約の締結を推進しているが、

国土交通省においては「トラyク運送事業における書面化推進ガイドライン」（平成26年

1月22日）を制定し、運送契約に際して、運送業務、附帯業務、運賃、料金等の重要事項

について、荷主とトラック運送事業者の聞で書簡により共有することのJレールイじを図って

おり、本年度、公益社団法人全日本トラyク協会及び都道府県トラyク協会においては、「契

約締結等書面化推進セミナー」を実施することとしているところである。

今般、公益社団法人全日本トラック協会から都道府県トラyク協会に対し、別添の f「契

約締結等書面化推進セミナー」における厚生労働省からの資料の記付協力依頼についてJ

が発出されることからど了知されるとともに、都道府県トラyク協会から貴局に対し、担

当者による説明等の依頼があった場合には、積極的に協力するようお願いする。



医ヨ

問合せ・提出先の都道府県労働局一覧
都道府県 担当疎 郵便番号 所在地 電話番号 FAX 

01北禄道 安全課 T060-8566 札幌市北区北s条西2丁目l番1号札視第1合同庁舎 t代f内】；，i田＇1＇：，－臼E》11 011-756-0056 

02膏森 健康安全際 〒030-8558 膏森市新町2-4-25青森合同庁舎2階 （直） 017-734-4113 017-734-682! 

回岩手 健康安全陳 干020-8522 盛岡市盛岡駅西通L丁目9番目号盛岡第2合同庁舎 5階 （宜） 019四 604-3007 019-604-1534 

04宮城 健廉安全陳 〒983【 8585 仙台市宮城野区鉄砲町1暑地仙台第4合同庁舎 (ii:) 022-299一回目 022-296 3558 

05秋田 健康安全線 干010-0951 秋田市山王7丁目1番3号世田合同庁骨 （直） 018-862-6田3 018同 864-6370

06山形 健康安全保 T990-8567 山形市香澄町3丁目2番1号山女ピJ凶階 （直） 023－担金 8223 023-624-8346 

07福島 健康安全保 〒960同・8021 福島市霞町1-45福島合同庁舎5F （直） 024-536-4603 024-536・』 4654

08茨城 健康安全課 干310-85ll 水戸市宮町IT目8-31繋掠労働総合庁舎 (it) 029-224・目 6215 029-224-6273 

09栃木 健康安生課 〒320-0846 宇都宮市明保野町l番4号宇都宮第2地方合同庁舎 (ii:) 028-634・ 9117 028 632・【6585

10群馬 健康安全醜 干3718567 前橋市大渡町1丁目10署7骨群馬県公社総合ピJレ町 （置） 027-210-6004 D27-210 6516 

11埼宝 健康安全幌 〒回0-6016 さいたま都市心中ピ央ル区帝都ラン,t,11番地2明治安田生命さいたま新
ド・アタVス・グワー15F

(Jg) 0岨－600-6206 048 600-6226 

12千葉 瞳康安全幌 T260-8612 千葉市中央区中央4T目11番1号千葉第2地方合同庁舎 ｛直） 043-22ト4312 043-221-6868 

13東京 安全課 T 102-8306 千代田区九段南1-2-1九段第＝合同庁舎13階 （直） 03-3512-1615 03 3512-1659 

14神高川 安全線 〒231-8434 横浜市中区北仲通ST目57番地横浜第Z合同庁舎 Ci宜） 045-ZU-7352 045・211-0048

15新渇 惜膚安全現 〒9印『・8625 NJl HI ・ ，阿ー品 ロ （置） 025° 288 3505 D26ベ宮883516 

16富山 惜康安全課 干930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号富山開働総合庁舎 （直） 076 432-2731 076目・432-6089

17石川 檀麿安全保 〒920-0024 金沢市商念8丁目4番l号金沢駅西合同序舎5階・6階 （直） 076 265-4424 076-2!5-4431 

18福井 構康安全保 〒910-8559 福井市森山1丁目1番目号福井容山合同停舎 （直） 0776 22 2657 0776 21 6646 

19山梨 健康安全現 T4田－8577 甲府市丸町内1丁目l番日号 (it) 065-225-2855 055-225-2783 

20長野 健康安全課 T380・8572 長野市中御所1丁目22-1 (it) 026-223-0554 026-223--059! 

21岐阜 憧康安全媒 〒500-8723 岐阜市金竜町ST目13番地岐阜合同庁舎3e'f （直：） 058-245-8103 058－剖82339 

22静岡 機康安全課 T420-8639 静岡市英区迫手町9番目号静岡地方骨同庁舎3階 （直） 054-254-6314 054-221-7038 

23愛知 安全課 T460-8507 名古屋市中区三の丸2丁目5番1号車古屋合同庁舎第2号蛸 （直） 062-972-0255 052・972-8574

24三重 憧康安全楳 T614-8524 埠市島崎町四7番2樟第Z地方合同庁舎 (ii:) 059-226 2107 059-226-2117 

25滋賀 健康安全陳 干520-0057 大樟市柳幸町6書6号 (it) 077-522-6650 077-522-6442 

26京都 健康安全保 〒604--0846 京都市中京区両替町通掛池上ル金吹町・451 （直） 075-241-3216 015白血1-3219

27大阪 安全線 〒54o-8527大阪市中央区大手前4丁目1番町号大阪合同庁舎揮2号館9F （置〕阿国4964開 06-6949-6034 

28兵庫 安全線 干65ひ-0044
神戸市中央区東川崎町IT目1番3号神戸クPスタルタワー ｛直） 078-367 9162 078-367-9166 

16F 

29奈良 憧康安全線 T630-8570 奈良市法蓮町四7奈良第2地方合同庁舎 (ii[) 0742-32・目 0205 07担－32-0212

30和歌山 健康安全保 〒640-8681 和歌山市黒田一T目3番3号和歌山労働総合庁舎 （直：） 073-4田－ll51 073-475--0113 

31鳥取 健康安全課 干680-8522 鳥取市富安2丁目89-!l （直：） 0857-.29-1704 0857’23-2423 

32島怨 惜康安全幌 〒69ひ-0841 松江市向島町134番10松江地方合同庁舎SF （置） 0852-31-1157 0852-31-1163 

日岡山 瞳康安全鵡 T700-86ll 岡山市北区下石井1丁目胡恥寺岡山第2合同庁舎 （置） 086-225-2013 086-231-6471 

34広島 健廉安全課 T730-8538 広島市中区上AT堀6番30号広島合同庁骨2号舘 （直） 082-221-9出3 082-221-9252 

35山間 健康安全楳 T753-8510 山口市中河原町6番目寺山口地方合同庁舎2骨鵠 （直3田3-995-0373 083-995 0376 

36徳島 健康安全課 干770-0851 徳島市徳島町城内6番地6徳島持方合同庁骨 ｛直） 098-652-9164 088-622-3570 

37香川 健康安全課 〒760-0019 高松市ザンポー同番目号高松チンポート合同庁舎3階 （置） 087 Bll 8920 087-811・8933

38・ 量緩 健康安全課 干790-8538 松山市若草町封書地3松山若草合同庁舎 SF (ii[) 089 935 5204 089-9S5-5247 

3.9高知 世康安全課 T780-8548 高知市南金田l書39 （置） 088 88s-so2a 088-886 60381 

40福岡 安全保 T812-0013 福岡市博多区博多駅東2Tla!ll番l号福岡合同1T舎新館4F （置） 092-41ト担65 092-411-4875 

41佐賀 億康安全楳 〒840-0801 佐賀市駅前中央3丁目3番20号佐賀揮2合閉庁舎 （直） 0952-32-7176 0952-32-7182 

42長崎 億康安全課 〒850-0033 長崎市万才町1-1住友生命畏崎ピJレ3,4,6階 (I宜） 095-801-0032 095 801-0031 

43熊本 樺康安全課 T860-8514 蜘京市西区森田2-10-1熊本地方合同庁舎此蜘階 （宜） 096-355-3!86 096-353－由民

44大分 健康安全課 T870 OOS7 大分市東春日町17番20号大分第2Yフイアプラザピル6F (ill 097-536-3213 097-537-7422 

45官時 樺康安全課 T880・0805 官崎市橘通宜3丁目1番22号宮崎合同庁舎Z階 (ii:) 0985-38－間35 0985 38 8830. 

46鹿児島 健康安全楳 T892 8535 鹿児島市山下町13番21号鹿児島合同庁舎2階 （直：） 099-223-8279 099 223-0576 

47沖縄 健康安全課 〒900-0006 那覇市おもろまちZ丁目1番1号那覇第2地方合同庁舎3F (ii:) 098-868-4402 098-862-6793 


